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育児・介護休業等に関する提出書類・添付書類等について 

R4.10 人事課作成 

子どもが生まれた場合や、育児・介護休業等を取得する場合に必要な手続きを事例別に記載しています。 

届出の際は、確認の上、提出をお願いいたします。 

 

 事 例 提出書類 提出時期 添付書類 提出先 

１．子どもが生まれる 

（生まれる前の手続き） 

１ 出産（産前）休暇を 

取得する 

 

休暇届（産前） 出産休暇（産前）前 

速やかに 

●出産予定日の証明ができるもの 

※病院又は医師が証明した書類とし、本人が出産予定日を記入した

もの（病院又は医師名の記載がないもの）は認められません。 

（例）出産予定証明書 

分娩予定日証明書 

妊娠証明書 等 

主管課 

勤怠管理システム

から出力 

２ 子どもが生まれる前に 

育児休業を取得する 

（※産後パパ育休を除く） 

（出生時）育児休業 

申出書  

様式 1 

育児休業開始日の 

１か月前まで 

主管課 

３ 子どもが生まれる前に 

育児短時間勤務の 

申請をする 

育児短時間勤務申出書

（新規）  

様式 11 

育児短時間勤務 

開始日の 

１か月前まで 

主管課 

４ 出産（産前・産後）休暇

取得のため、私学共済掛

金の免除申請をする 

【私学共済】 

産前産後休業掛金 

免除申出書 

（提出書類・届出は厚生係） 

出産休暇（産前） 

取得月の 

前月 20日まで 
添付書類はありません。 

人事課 

厚生係 

内線：2143 

２．子どもが生まれた 

（生まれた後の手続き） 

１ 出産（産後）休暇を 

取得する 

休暇届（産後） 出産後速やかに ●出産日の証明ができるもの 

（例）出産証明書 

（母子手帳の出産届出済証明書があるページの写しでも可） 

子どもの名前にフリガナを付してください。 

住民票 等 

 

主管課 

勤怠管理システム 

から出力 
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２ 出産予定日を超えて 

出産した（分娩超過） 

 

休暇届（産前） 

（分娩超過） 

添付書類不要です。 

必ず、休暇届（産後）と合わせて届け出てください。 

（出産日は産前休暇に含めます。） 

主管課 

勤怠管理システム 

から出力 

３ 出産手当金の 

申請をする 

【私学共済】 

出産手当金支給申請書 

（提出書類・届出は厚生係） 

出産休暇（産後） 

終了後速やかに 

添付書類はありません。 

 

出産手当金支給申請書に、医師又は助産師の証明及び意

見を受けてください。 

人事課 

厚生係 

内線：2143 

４ ３歳未満の子の養育期

間中に標準報酬月額が

下がったため、将来の年

金額の保障申請をする 

【私学共済】 

養育期間標準報酬月額 

特例申請書 

（提出書類・届出は厚生係） 

出産後速やかに ●①～②の書類 

①戸籍謄（抄）本又は出生届受理証明書（原本） 

②住民票（原本） 

 

（注）①～②は必ず原本を提出して下さい。写し（コピー）

は添付書類として認められません。 

人事課 

厚生係 

内線：2143 

５ 生まれた子を 

扶養に入れる（保険証） 

保険証の申請をする 

【私学共済】 

被扶養者認定申請書 

（提出書類・届出は厚生係） 

出産後速やかに ●保険証と①～③の書類 

①本人との続柄がわかる書類 

(1)本人が世帯主の場合 

・住民票（原本） 

(2)本人が世帯主以外の場合 

・戸籍謄（抄）本（原本） 

・出生届受理証明書（原本） 

②同居を確認する書類 

・住民票（①で提出する場合は省略可） 

③配偶者の収入がわかる書類 

（配偶者がすでに被扶養者として認定されている場合は不要） 

・「年収見込証明書・社会保険未加入証明書」 

(事業主証明印のあるもの) 

・源泉徴収票の写 

（年の途中で入退職している場合は、配偶者の収入を証明する

書類として認められません） 

・所得証明書 等 

 

人事課 

厚生係 

内線：2143 
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（注）①～③は必ず原本を提出して下さい。写し（コピー）

は添付書類として認められません。 

※扶養者認定に際し、私学共済から上記以外の証明書等

の提出を求められることがあります。 

※詳細は人事課厚生係にお問い合わせください。 

３．育児のため、育児休業を取得したい 

（子が１歳に達する日（誕生日の前日）までを限度として休業できる制度） ※産後パパ育休を除く 

１ 育児休業を取得する 

（産後パパ育休を除く） 

 

（出生時）育児休業 

申出書 

様式 1 

育児休業開始日の 

１か月前まで 

●住民票（原本） 

続柄（夫・妻・子等）の記載があり、かつマイナンバーの記載がな

いものを添付してください。 

主管課 

２ 育児休業に係る 

子どもが生まれた 

（出産前に申請した） 

育児休業等対象児 

出生届 

様式 3 

出生後２週間以内 主管課 

３ 育児休業開始日を 

繰り上げたい 

（早めたい） 

〔（出生時）育児・介護〕 

休業期間変更申出書 

様式 5 

育児休業開始日予定日 

の１週間前まで 添付書類はありません。 

主管課 

４ 育児休業終了日を 

繰り下げたい 

（遅くしたい） 

〔（出生時）育児・介護〕 

休業期間変更申出書 

様式 5 

育児休業終了予定日 

の１か月前まで 添付書類はありません。 

主管課 

５ 育児休業を撤回する 

 

 

育児休業等申出撤回届 

様式 4 

育児休業開始予定日 

の前日まで 添付書類はありません。 

主管課 

６ 育児休業給付金を 

申請する 

【雇用保険】 

育児休業給付金申請書 

（提出書類・届出は厚生係） 

休業開始時賃金月額 

証明書 

育児休業開始日前 

まで 

●①～②の書類 

①母子手帳の写し 

（母子手帳の出産届済証明書があるページ） 

②銀行口座がわかる書類 

 

人事課 

厚生係 

内線：2143 
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４．育児休業をしているが、１歳（または１歳６か月）の時点で保育所に入所できないので延長育児休業を取得したい 

 （保育所の申込をしているが、空きがない等の理由で入所できない場合） 

１ 延長育児休業を 

取得する 

（出生時）育児休業 

申出書 

様式 1 

育児休業開始日の 

２週間前まで 

●①～②の書類 

①育児休業終了日の月に保育所に入所できないことを 

確認できる書類 

（例）保育所等入所保留通知書 

入園不可通知書 等 

 

（注）保育所の申込をしているが、空きがない等の理由で入所で

きないことがわかる書類が必要です。保育所の入所申込

をしていない場合、延長育児休業は認められません。 

②保育園の入所が決まり次第、復職する旨、本人が記載 

した理由書 

（書式の見本は主管課もしくは人事課にあります。） 

 

※育児休業から引き続き延長育児休業を取得する場合は、 

住民票の添付は省略可とします。 

主管課 

５．育児休業をしていたが、休業期間前に復職する 

（１歳までの育児休業期間中） 

１ 育児休業期間の途中で 

復職する 

 

〔（出生時）育児・介護〕 

休業期間変更申出書 

様式 5 

育児休業終了予定日 

の１か月前まで 

１歳までの育児休業中は、添付書類はありません。 主管課 

６．延長育児休業をしていたが、保育所の入所が決まったので、保育所入所日に復職する 

（１歳６か月、２歳までの育児休業期間中） 

１ 保育所の入所が 

決まったので、復職する 

〔（出生時）育児・介護〕 

休業期間変更申出書 

様式 5 

保育所の入所が 

決まり次第速やかに 

１歳６か月、２歳までの育児休業中の場合、以下の書類が

必要となります。 

●保育所の入所日がわかる書類 

（例）面接のお知らせ（利用施設等内定通知） 

利用契約決定通知書 

入所内定通知書 

主管課 
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施設利用内定通知書 等 

 

（注）延長育児休業取得者については、保育所の入所日がわ

かる書類に記載されている入所開始日（保育の実施日）

が復職日となります。 

７．育児のため、産後パパ育休を取得したい 

（子の出生後８週間以内のうち４週間（28日）を限度として休業できる制度） 

１ 産後パパ育休を 

取得する 

（出生時）育児休業 

申出書 

様式 1 

産後パパ育休開始日 

の２週間前まで 

【出産予定日前に申し出る場合】 

●出産予定日の証明ができるもの 

※病院又は医師が証明した書類とし、本人が出産予定日を記入した

もの（病院又は医師名の記載がないもの）は認められません。 

（例）出産予定証明書 

分娩予定日証明書 

妊娠証明書 等 

 

【出産後に申し出る場合】 

●住民票（原本） 

続柄（夫・妻・子等）の記載があり、かつマイナンバーの記載がな

いものを添付してください。 

 

※出生時育児休業を分割取得する場合は、１回目と２回目を 

一括で申し出ること。 

 

※産後パパ育休の期間は原則として、子の出生後８週間

以内のうち４週間（28日）を限度とします。 

 

主管課 

２ 産後パパ育休に係る 

子どもが生まれた 

（出産前に申請した） 

育児休業等対象児 

出生届 

様式 3 

出生後２週間以内 ●住民票（原本） 

続柄（夫・妻・子等）の記載があり、かつマイナンバーの記載がな

いものを添付してください。 

主管課 

３ 産後パパ育休開始日を 

繰り上げたい 

〔（出生時）育児・介護〕 

休業期間変更申出書 

産後パパ育休 

開始予定日の 
添付書類はありません。 

主管課 



6 

 

（早めたい） 様式 5 １週間前まで 

４ 産後パパ育休終了日を 

繰り下げたい 

（遅くしたい） 

〔（出生時）育児・介護〕 

休業期間変更申出書 

様式 5 

産後パパ育休 

終了予定日の 

２週間前まで 

主管課 

５ 産後パパ育休を 

撤回する 

 

育児休業等申出撤回届 

様式 4 

産後パパ育休 

開始予定日の 

前日まで 

主管課 

８．要介護状態にある対象家族の介護のため介護休業を取得したい 

（対象家族１人につき通算 93日までの範囲内で休業できる制度） 

１ 介護休業を取得する 介護休業申出書 

様式 6 

介護休業開始予定日 

の２週間前まで 

●①～③の書類が必要となります。 

①本人と対象家族との続柄を証明する書類 

(1)同一の住民票に記載がある場合 

・住民票（原本） 

(2)同居していない場合 

※下記は一例です。 

【本人の父母又は兄弟姉妹】 

父母の戸籍謄本（原本） 

【本人の子】 

本人の戸籍謄本（原本） 

【本人の祖父母】 

本人と祖父母との続柄が確認できるもの 
【配偶者の父母】 

本人と配偶者の父母との続柄が確認できるもの 

②医師の診断書（原本） 

③要介護状態であることが確認できる書類 

・（1）または（2）のいずれか１つ 

（1）介護保険制度の要介護認定により、要介護２以上

であることの証明書 

（例）介護保険被保険者証の写し 

（2）「常時介護を必要とする状態に関する証明書 

（別表１）」（原本） 

主管課 
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※「常時介護を必要とする状態に関する証明書（別表１）」は学内

様式集に掲載しています。 

※介護休業の期間は、対象家族１人につき、原則として 

通算 93日の範囲内とします。 

２ 介護休業の終了を 

繰り下げたい 

（遅らせたい） 

〔（出生時）育児・介護〕 

休業期間変更申出書 

様式 5 

介護休業終了予定日 

の２週間前まで 

添付書類はありません。 

主管課 

３ 介護休業期間の途中で

復職する 

 

〔（出生時）育児・介護〕 

休業期間変更申出書 

様式 5 

主管課 

４ 介護休業を撤回する 

 

育児休業等申出撤回届 

様式 4 

介護休業開始予定日 

の前日まで 
添付書類はありません。 

主管課 

５ 介護休業給付金を 

申請する 

【雇用保険】 

介護休業給付金申請書 

（提出書類・届出は厚生係） 

休業開始時賃金月額 

証明書 

介護休業終了後 

すみやかに 

●銀行口座がわかる書類 人事課 

厚生係 

内線：2143 
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９．子の看護休暇を申請したい 

 （小学校就学前の子の看護又は予防接種、健康診断等の付添い等） 

１ 子の看護休暇を 

取得する 

〔子の看護休暇・ 

介護休暇〕申出書 

様式 7 

原則として事前に 添付書類はありません。 

 

（注）ただし、労使協定によって除外された以下の職員の申

出はできません。 

(1)引き続き勤務した期間が６か月に満たない職員等 

(2)１週間の所定労働日数が２日以下の職員等 

 

※取得日数は、小学校就学前の子が１人の場合は年５日、 

２人以上の場合は年 10日までです。 

主管課 

10．要介護状態にある対象家族の介護のため、介護休暇を申請したい 

 （要介護状態にある対象家族の介護又は通院の付添い等） 

１ 介護休暇を取得する 〔子の看護休暇・ 

介護休暇〕申出書 

様式 7 

原則として事前に ●要介護状態であることが確認できる書類 

・（1）または（2）のいずれか１つ 

（1）介護保険制度の要介護認定により、要介護２以上

であることの証明書 

（例）介護保険被保険者証の写し等 

（2）医師の診断書（原本）と「常時介護を必要とする

状態に関する証明書（別表１）」（原本） 

※「常時介護を必要とする状態に関する証明書（別表１）」は学内

様式集に掲載しています。添付書類については、「介護休業を

取得する」の項目に記載している添付書類を参照してくださ

い。 

（注）ただし、労使協定によって除外された以下の職員の申

出はできません。 

(1)引き続き勤務した期間が６か月に満たない職員等 

(2)１週間の所定労働日数が２日以下の職員等 

※取得日数は、対象となる家族が１人の場合は年５日、 

２人以上の場合は年 10日までです。 

 

主管課 
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11.育児・介護のため、所定外労働の免除制限を請求したい 

 （所定労働時間を超えての労働を免除する制度） 

１ 育児・介護のための所定

外労働免除制限をした

い 

 

〔育児・介護〕のための 

所定外労働免除制限 

請求書 

様式 8 

免除制限開始予定日の 

１か月前まで 

●続柄が確認できる証明書 

（例）住民票 等 

※期間は１回につき、１か月以上１年以内の期間について申し

出てください 

主管課 

２ 育児・介護のための所定

外労働免除制限に係る 

子どもが生まれた 

（出産前に申請した） 

育児休業等対象児 

出生届 

様式 3 

出生後２週間以内 ●出産日の証明ができるもの 

（例）出産証明書 

（母子手帳の出産届出済証明書があるページの写しでも可） 

住民票 等 

主管課 

12．育児・介護のため、時間外勤務の制限を請求したい 

 （１か月について 24時間、１年について 150時間を超える時間外勤務を制限する制度） 

１ 育児・介護のため時間外

勤務の制限をしたい 

〔育児・介護〕のための 

時間外勤務制限請求書 

様式 9 

制限開始予定日の 

１か月前まで 

●続柄が確認できる証明書 

（例）住民票 等 

 

※期間は１回につき、１か月以上１年以内の期間について申し

出てください 

主管課 

２ 育児・介護のため時間外

勤務の制限に係る 

子どもが生まれた 

（出産前に申請した） 

育児休業等対象児 

出生届 

様式 3 

出生後２週間以内 ●出産日の証明ができるもの 

（例）出産証明書 

（母子手帳の出産届出済証明書があるページの写しでも可） 

住民票 等 

主管課 

13．育児・介護のため、深夜勤務の制限を請求したい 

 （午後 10時から午前５時までの間（以下「深夜」という。）の労働を制限する制度） 

１ 育児・介護のための深夜

勤務の制限をしたい 

〔育児・介護〕のための 

深夜勤務制限請求書 

様式 10 

制限開始予定日の 

１か月前まで 

●続柄が確認できる証明書 

（例）住民票 等 

 

※期間は１回につき、１か月以上６か月以内の期間について申

し出てください 

主管課 

２ 育児・介護のための深夜

勤務の制限に係る 

育児休業等対象児 

出生届 

出生後２週間以内 ●出産日の証明ができるもの 

（例）出産証明書 

主管課 
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子どもが生まれた 

（出産前に申請した） 

1. 様式 3 （母子手帳の出産届出済証明書があるページの写しでも可） 

住民票 等 

14．子どもの養育のため、勤務時間を短縮したい 

（１日を通じて２時間を超えない範囲内で１日の勤務時間の一部を短縮できる制度） 

１ 育児短時間勤務の 

申請をする 

 

育児短時間勤務申出書 

（新規） 

様式 11 

育児短時間勤務 

開始予定日の 

１か月前まで 

●住民票（原本） 

続柄（夫・妻・子等）の記載があり、かつマイナンバーの記載がな

いものを添付してください。 

 

※期間は１回につき、１か月以上１年以内の期間について申し

出てください。同一の子に係る２回目以降の育児短時間勤

務を申し出る場合は、住民票の添付は省略可とします。 

主管課 

２ 育児短時間勤務に係る 

子どもが生まれた 

（出産前に申請した） 

育児休業等対象児 

出生届 

様式 3 

出生後２週間以内 主管課 

３ 育児短時間勤務の 

期間（開始日）を 

変更したい 

育児短時間勤務申出書 

（変更） 

様式 11 

育児短時間勤務 

開始予定日の 

１週間前まで 添付書類はありません。 

 

※すでに申請した期間（１か月以上１年以内の期間）におい

て、開始日・終了日・時間を変更する場合に申し出てくださ

い。 

主管課 

４ 育児短時間勤務の 

期間（終了日）を 

変更したい 

育児短時間勤務申出書 

（変更） 

様式 11 

育児短時間勤務 

終了予定日の 

１か月前まで 

主管課 

５ 育児短時間勤務の 

時間を変更したい 

 

育児短時間勤務申出書 

（変更） 

様式 11 

育児短時間勤務 

変更予定日の 

１か月前まで 

主管課 

６ 申請した期間が 

終了したため 

育児短時間勤務を 

更新したい 

育児短時間勤務申出書 

（更新） 

様式 11 

育児短時間勤務 

更新後の開始予定日の 

１か月前まで 

添付書類はありません。 

 

※期間は１回につき、１か月以上１年以内の期間について申し

出てください。同一の子に係る２回目以降の育児短時間勤務

を申し出る場合は、住民票の添付は省略可とします。 

主管課 
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15．子どもの養育のため、勤務時間を短縮したい【医師・歯科医師のみ】 

 （１週の勤務時間を 20時間以上 32時間以下の範囲内に短縮できる制度） 

１ 育児短時間勤務（特例） 

の申請をする 

 

 

育児短時間勤務（特例） 

申出書 

（新規） 

様式 14 

育児短時間勤務（特例） 

開始予定日の 

１か月前まで 

●住民票（原本） 

続柄（夫・妻・子等）の記載があり、かつマイナンバーの記載がな

いものを添付してください。 

 

※期間は１回につき、１か月以上１年以内の期間について申し

出てください。同一の子に係る２回目以降の育児短時間勤

務（特例）を申し出る場合は、住民票の添付は省略可とし

ます。 

主管課 

２ 育児短時間勤務（特例） 

に係る子どもが 

生まれた 

（出産前に申請した） 

育児休業等対象児 

出生届 

様式 3 

出生後２週間以内 主管課 

３ 育児短時間勤務（特例） 

の期間を変更又は当初

の期間を変えず時間を

変更したい 

 

育児短時間勤務（特例） 

申出書 

（変更） 

様式 14 

育児短時間勤務（特例） 

変更予定日の 

１か月前まで 

添付書類はありません。 

 

※すでに申請した期間（１か月以上１年以内の期間）におい

て、開始日・終了日・時間を変更する場合に申し出てくださ

い。 

主管課 

16.対象家族を介護するため、勤務時間を短縮したい 

（１日を通じて２時間を超えない範囲内で１日の勤務時間の一部を短縮できる制度） 

１ 介護短時間勤務を 

申請する 

介護短時間勤務申出書 

（新規） 

様式 12 

 

介護短時間勤務 

開始予定日の 

２週間前まで 

●①～③の書類が必要となります。 

①本人と対象家族との続柄を証明する書類 

②医師の診断書（原本） 

③要介護状態であることが確認できる書類 

※添付書類については、「介護休業を取得する」の項目に記載して

いる添付書類を参照してください。 

 

※すでに取得した介護休業と同一の対象家族に係る介護短

時間勤務を、介護休業後、引き続き申し出る場合は、上記

添付書類は省略可とします。 

 

※対象家族１人当たり利用開始の日から３年間の間で 

２回までとなります。 

主管課 
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２ 介護短時間勤務の 

期間（終了日）を 

変更したい 

介護短時間勤務申出書 

（変更） 

様式 12 

介護短時間勤務 

終了予定日の 

２週間前まで 

添付書類はありません。 

※すでに申請した期間において、開始日・終了日・時間を変更

する場合に申し出てください。 

主管課 

３ 介護短時間勤務の 

時間を変更したい 

介護短時間勤務申出書 

（変更） 

様式 12 

介護短時間勤務 

変更予定日の 

２週間前まで 

添付書類はありません。 

※すでに申請した期間において、開始日・終了日・時間を変更

する場合に申し出てください。 

主管課 

１ 提出書類のうち、特に記載がないものは、学内様式集からダウンロードするか、主管課にお問い合わせください。 

２ 住民票は本人と対象者の続柄（夫・妻・子・父母等）の記載があり、かつマイナンバーの記載がないものを提出してください。 

３ 上記以外の証明書等の提出を求めることがあります。 

４ 私学共済・雇用保険の手続きについては、人事課厚生係（内線：2143）にお問い合わせください。 
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主管課とは次のとおりです。 

所 属 主 管 課 

総務部 総 務 課 

財務部 財 務 課 

大学（教員等を含む） 大学管理課 

 産業医学修練医（産業医実務研修センター所属） キャリア支援課 

大学病院（大学病院所属の産業医学修練医、修練指導医等含む） 大学病院 病院管理課 

若松病院（若松病院所属の教員、産業医学修練医、修練指導医等含む） 若松病院 病院管理課 

 

 

各種届出において、理事長が求めることができる各種証明書等 

（学校法人産業医科大学職員等の育児・介護休業等に関する規程 別表２） 

１ 職員等と対象家族との続柄 官公署が発行する続柄が確認できる証明書 

２ 要介護状態の事実 医師が発行する診断書 

３ 対象家族の死亡の事実 医師が発行する死亡証明書又は死体検案書 

４ 

親族関係の消滅の事実  

(1)離婚の場合 官公署が発行する離婚届受理証明書 

(2)婚姻の取消の場合 官公署が発行する戸籍の記載事項の証明書 

(3)配偶者の死亡の際の姻族関係終了の意思表示の場合 官公署が発行する姻族関係終了届受理証明書 

(4)離縁（死後離縁を含む。）の場合 官公署が発行する養子離縁届受理証明書 

(5)養子縁組の取消の場合 官公署が発行する戸籍の記載事項の証明書 

５ 職員等が対象家族を介護できない状態になった事実 医師が発行する診断書 

 


